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大
正

末

昭
和
初
期
に

於
け
る

村
政
改
革
闘
争

(

上
)

-
群
馬
県

(

強
戸
村
争
議
)

の

分
析
を

中
心

と

し

て

-
-
-

は
ド
レ

め
に

こ

れ

ま
で

農
民

運

動
史
研

究
は

も
っ

ば

ら

農
民

運
動
実
践

者
に

ょ

る

農
民

組
合

運

動
史
か

､

あ
る

い

は

小

作
争
議
の

個

別

事
例
研

究
が

積
重
ね

ら

れ
､

農
民

闘

争
=

小

作
争
議
=

地

主
･

小

作
間
の

小

作
料
と

小

作
地

を

め

ぐ
る

闘
争
と

し
て

の

み

展
開
さ

れ

た

た

め

に
､

錯
雑
し

た

農
民

諸

眉
の

分
析
は

問
題
に

も

さ

れ

な

か

っ

た
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し
た

が

っ

て

ま

た
､

主

と

し
て

小

作
争
議
と
し

て

展
開
さ

れ

た

農

民

運

動
の

は

ら

む

可

能
性
と

展
望
は

充

分
な

検
討
を

さ

れ

る
べ

く

も
な

か

っ

た
｡

本
稿
は

､

従

来
全
く

と
い

っ

て

よ

い

ほ

ど

検
討
さ

れ

な
か

っ

た

｢

村
政

改

革
闘
争
+

(

村
政

･

貴
会

･

産

業
組

合

等
へ

の

農
民

組

島

袋

善

弘

合
の

進
出
と

改

革
)

を
､

群
馬
県

新
田

郡

強
戸
村
を

素
材
と

し

て

分

析
し

､

そ

れ

を

通
じ
て

日

本
農
民

運

動
史
の

論
理
を

再
検
討
す

る

端
初
に

し
よ

う
と

す

る

も
の

で

あ

る
｡

本

論
に

入
る

前
に

､

農
民

運

動
の

歴

史
的
展
開
(

小

作
争
議
の

そ

れ

で

は

な

く
て
)

に

つ

い

て

従

来
の

研

究
を

若
干

検
討
し

て

お

き
た

い
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

は

基

本

的
に

ほ

次
の

二

つ

の

見
解
が

あ

る
｡

第
一

は
､

金

原
左

門
『

大

正

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

の

社

会
的
形

成
』

に

よ

っ

て

体

系
化
さ

れ

た

も
の

で

あ

り
､

大
正

期
を

通

じ
て

｢

自

作
･

白
小

作
上

層
の

政

治
の

場
へ

の

進
出
を

､

権
力

側
が

逆
手
に

(

1
)

と

り
か

れ

ら
を

体
制
内

在
化
さ

せ
+

大

正

末
期
に

は
､

農
民

組
合

運

動
の

主

潮
流
は

｢

協
調
主

義
･

体

制
順
応
主

義
1
国

家
主

義
の

卓0 4



( 6 9 ) 大正 未 一

昭 和初期に 於 け る村政 改 革闘 争

(

2
)

線
で

構
造

化

し
､

一

本

化
し

て

い

く
+

と

す

る
｡

第
二

は
､

農
民

運
動
史
研

究
会
窮
『

日

本

農
民

運
動
史
』

に

示

さ

れ

る

｢

単
に

小

作
人

組
合
に

ょ

る

小

作
料
と

土

地

問

題
を

め

ぐ

る

運
動
か

ら

小

作
貧
農
を

中
核
と

し
た

全
動
労
農
民
の

動

員
に

ょ

る

各
種
各
様
な

生

活

要
求
運
動
へ

の

戦
線
の

拡
大
+

即

ち

｢

戦
前

(

3
)

に

お

け
る

反
独

占
運

動
の

萌
芽
形
態
+

が

昭

和
六

年
頃
か

ら

展
開

さ

れ

た

と

す

る

も
の

で

あ
る

｡

金
原
氏
の

論
理

は
､

昭

和
期
の

分
析
を

待
つ

ぺ

き

面
も

多
い

が
､

あ

え
て

触
れ

て

お

け

ば
､

農
民

運

動
の

一

つ

の

時
期
区

分
で

し

か

な
い

大
正

末
期
と

昭

和
初

期
の

間
に

横
た

わ

る

｢

断
絶
+

を

も
っ

て
､

民

主

的
変
革
の

可

能
性
が

喪
失

し
た

と

す
る

の

は

あ

ま

り

に

も

性
急
に

過

ぎ
る

の

で

は

な
い

か

と

思

わ

れ

る
｡

民

主

的

変
革
の

可

能
性
と

い

う

点
で

は
､

大
正

末
期
ま
で

に

獲
得
さ

れ

た

農
民

闘

争
の

成

果
を

基
礎
と

し

て

新
た

な

動
き

が

始
ま
っ

て

い

た

の

で

為

る
｡

後
者

､

農
民

運

動
史
研

究
会
の

見

解
ほ

注

目

す
べ

き

示

唆
を

含

む

も
の

で

は

あ

る

が
､

戦
前

貴
民

運

動
史
上
に

お

け
る

｢

反

独

占

運
動
+

の

位
置
づ

け
は

不

充
分
で

あ

る
｡

本
稿
で

は
､

以

上
の

研

究
史
を

念
頭
に

置
き
つ

つ
､

農
民

組
合

の

村
政
諸

機
関
へ

の

進
出
に

よ

っ

て
､

大
正

期
農
民

運
動
が

昭

和

期
の

運

動
へ

ど

う

受
け
つ

が

れ

展
開
さ

れ

て

い

く
か

を
､

そ

れ

が

自
作
農

･

地

主

詔

層
へ

及
ぼ

す

影
響
を

考
慮
し
っ

つ

分
析
す
る

｡

こ

こ

で

当
面
の

分

析
対

象
で

あ
る

強
戸
村
争
議
に

つ

い

て

従

来

の

研

究
成

果
を

見
て

お

き
た

い
｡

青
木
恵

一

郎
『

日

本
兵

民

運

動

史
』

(

一

九
六

〇

年
､

日

本
評

論
新

社
)

､

農
民

組
合

史
刊
行
会
編

『

農
民

組

合
運

動

史
』

ほ
､

そ

の

殆
ん

ど

を

群

馬
県
内
務
部
『

強
戸
村
小

作
争
議
の

実
情
』

に

負
っ

て

お

り
､

分

析
ら

し
い

分

析
は

な
さ

れ

て

い

な
い

の

で
､

強

戸
争
議
の

本
格
的

研

究
と

し

て
一

柳
茂
次

｢

絹
業

･

主

蚕
地

帯
の

農
民

運

動
+

(

農
民

運
動

史
研

究
会
編
『

日

本
兵
民

運

動

史
』

所

収
)

と

高
崎
宗
司

｢

大
正

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

期
の

鼻
民

運
動
+

(

『

史

潮
』

一

〇
三

号
)

に

つ

い

て

記
し
て

お

く
｡

一

柳
氏
は

｢

農
民
の

組
織
的
な

団
結
が

､

日

常
的
な

社
会

関
係

と

し

て

定

着
し
+

｢

社

会

民

主

主

義
者
須
永

好
の

指
導
の

も

と
に

､

全
村
地

主

体

制
と

農

民

組
織
の

対

抗
が

深
刻
な

展
開
を

多
年
に

わ

た

っ

て

示

し

た

も

(

4
)

の
+

と

し

て

強
戸
争
議
を

評
価
す
る

｡

し

か

し

な
が

ら
､

日

常
的

な

対

抗
関
係
の

実
体
た

る

村
政

改

革
の

構
造

や

機
能
に

つ

い

て

は

ー

ヘ
リ

分
析
が

不

充
分
で

あ

る

の

み

な

ら

ず
､

そ

れ

に

つ

い

て

の

評
価
は

卯
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必

ず
し
も

妥

当
で

は

な
い

｡

高
崎
氏
の

論
文
は

､

前
述
し

た

金
原

氏
の

体

系
を

批
判
す
べ

く

書
か

れ

た

も
の

で

あ

る

が
､

批
判
の

視

点

を

も
っ

ぱ

ら

｢

地

方

的
党
グ

ル

ー

プ

の

存
香
+

の

み

に

求
め

て

い

る

こ

と
に

端
的
に

示
さ

れ

る

よ

う

に
､

思

想

史
的
=

イ

デ
オ

ロ

ギ
ー

的
な

分

析
に

終
始
し
て

い

る
｡

詳
細
な

研

究
で

は

あ

る

が
､

あ

る

意
味
で

は

本

稿
と

全
く

対

立

す

る

見
解
で

あ
る

と
い

え

る

か

も

知
れ

な
い

｡

一

柳
氏
の

論
文
に

対

す
る

と

同

じ

批
判
(

村

政

改

革
の

構
造

･

機
能
の

分
析
の

不

充
分
さ

と

評
価
の

仕
方
)

は

こ

の

㈲
J

サ

論
文
に

対

し
て

も

あ

て

は

ま

る
｡

1

小

作
農
民
の

総
結
集
と

自
治
諸

機
関
へ

の

進
出

(

a

)

争
議
地
の

社
会
経
済
的
条
件

新
田

郡

強
戸
村
は

群

馬
県
の

東
部
に

位
置
を

占
め

､

足
利

･

桐

生
･

伊
勢
崎
の

機
業
地
に

接
し
て

お

り
､

県

内
で

は

米
作
地

帯
に

第 1 表 強戸村 に お け る 養蚕業の 発展

桑 園】養蚕戸数1産額( 収繭)l 価 額

円

2 2
,
41 4

1 7 5
,
5 3 2

1 4 3
,
6 3 6

1 9 3
,
0 8 2

〆

7
,
2 2 7

2 3
,
3 1 9

2 9
,
7 2 1

4 4
,
0 2 1

4 3 9
戸

6 8 0

町
67 .2

1 11 . 0

1 77 . 0

M . 42

T . 1 1

S . 2

S . 9

注 凹
.
4 2 Fま 『群馬県貴 会 村 長 調 査 書』T . 1 1 は 『強戸村村勢 一

覧』 S
.
2 ほ前掲一柳論文 S

.
9 は ｢郷土産業特異性-こ つ い て+

に よ り作成 .

第 2 表 強戸村 の 耕地状 況

自作 地 ( a ) l 小 作地 ( b)岳駕琵野
%

4 3 .8

6 5 .9

町
2 0 6 . 8

3 6 0
.
8

町
2 6 4 .7

1 8 7
.
0

M . 4 2

S . 2

注 前掲一柳論文に よる .

第 3 表 強戸 村 の 自小作 別 農家数

≒総 数】自 作】自 小 作卜小 作

㌻出
3 9 2 1 2 6 0

8

(

リ
ノ

0

8

3

0
ノ

5

q
ノ

l

l

M .
42

T .
1 1

S . 3

S . 1 1

注 前掲一柳論文に よ る

属
す
る

｡

争
議
前
後
の

村
の

経
済
的
条
件
を

若
干

記
し
て

お

こ

う
(

詳
し

く

は

前
掲

一

柳

論
文
参
照
)

｡

昭

和
初
期
に

は

田

約
三

三

〇

町

歩
､

畑
二

一

〇

町

歩
で

あ
り

､

大
正

･

昭

和
期
を

通

じ

て

桑
園
面

積
は

急
激
に

増
加

し
､

従
っ

て

ま

た

養
蚕
業
の

発
展
は

著
し
い

(

第
1

表
)

｡

自
作
地

､

小

作
地
に

つ

い

て

は
､

耕
地
の

一

貫
し

た

増
大

傾
向
の

中
で

､

小

作
地
の

増
加

と

自
作
地
の

減
少
と

を

示

し

(

第
2

表
)

､

自
小

作
別

農
家

戸
数
で

ほ
､

自
作
層
の

若
干

の

減
少
と

自
小

作
･

小

作
層
の

増
加
が

読
み

と

れ

る

(

第
3

表
)

｡

昭

和
初
期
の

耕
地

所



第 4 表 強 戸村 の 耕地

所有別 戸 数

戸1

4

0

3

2

′
L

U

っ
J

2

2

8

2

02

3 0 町歩以 上

1 0
〝 〝

5 〝 〝

3 〝 〝

1 ク ク

5 反 歩
ク

5 反 歩未満

計 1 3 5 9

注 『小作争議他に 放け る農

村事情 の 変化』( 昭和 3

年) に よ る .

有
別

戸
数
は

､

第
4

表
の

と

お

り
で

あ

り
､

強

戸
村
の

｢

地

主

数
+

(

第
一

次

地

主

会
会

員
)

( 71 ) 大 正 未 一

昭 和初期 に 於 け る村 政 改革闘争

は
､

後
述
す
る

よ

う
に

一

三
一

人
で

あ
っ

た

か

ら
､

一

町

歩
以

上

耕
地

所
有
者
計

一

三

〇

人
が

地

主

数
に

ほ

ぼ

対

応
す
る

も
の

と

推

定
さ

れ

る
｡

村
の

生

産
価
額
は

第
5

表
の

と

お

り

で

あ

る
｡

工

業

収
入
が

か

な

り
の

額
を

示

し
て

い

る

の

は

主
と

し

て

織
物
に

よ

る

も

の

で

あ

り
､

エ

業
収

入
の

半
ば

を

越
え

る

(

明

治
四

四

年
賃
織

収
入

三

六
､

六

〇
三

円
)

｡

村
内
の

職
業
別

戸
数

を

見

る

と
､

大

正
一

一

年
で

総
戸
数
八
三

〇

戸
､

農
業
六

七

五

戸
､

商
工

業
一

〇

五

戸
で

あ
っ

た
｡

商
工

業
が

多
い

の

は

治
良

門

橋
駅

付

近
が

商
店

街
に

な
っ

て

い

た

こ

と
に

よ

る

も

の

で

あ

る
｡

(

b
)

小

作
人

組
合
の

結
成
と

村
政
へ

の

進
出

明

治
末
期
に

お

け
る

強
戸
村
の

地

主
小

作
関
係
は

､

｢

本

村
二

於
ケ

ル

地

主

小

作
人
ノ

関
係
ハ

極
メ

テ

親

睦
ニ

シ

テ

互
二

徳
義
ヲ

重
シ

嘗
テ

紛
擾
ノ

聾
ヲ

聞
カ

ス

‥

=

:

小

作
人
二

封
ス

ル

地

主
ノ

樺

第5 表 強 戸 村 生産 額

( 明治 4 2 年)

捻 価 額 】 百 分_ 比種 美白

%
4 4 .0

1 9 .5

8 .0

7 .5

2 1 .0

円

1 5 7
,
5 6 4

6 9
,
7 5 8

2 8
,
7 4 0

2 6
,
6 5 7

7 5
,
0 7 1

農 産 物

工 産 物

副 産 物

労 力

そ の
′

他

合 計芦 3 5 7
,
7 9 0 l l O O ･0

注 前掲 『調査書』 に よる .

カ
ハ

強
大

ナ

リ

ト

錐
モ

地

主
ハ

小

作
人
二

封
シ

慈
愛
心

ヲ

以

テ

應
封
ス

ル

ヲ

以

テ

両

者
圃

満
ヲ

映
カ

ス

凶

作
ノ

年
柄
ニ

ア

リ

テ
ハ

地

主
ハ

減
収

ノ

歩
合
二

依
り

小

作
料

ヲ

減

免
ス

ル

美

風

ア

(

5
)

リ
+

と

言
わ

れ
､

い

わ

ば

き
わ

め

て

｢

平

和
+

な

ど
こ

に

で

も

あ
る

よ

う
な

農
村
で

あ
っ

た
｡

大
正

期
に

入
っ

て

数
魔
の

小

作
料
減
免
要
求
闘
争
が

あ
っ

た

が
､

こ

う
し

た

｢

強

戸
争
議
前
史
+

が

村
秩
序
に

如
何

な

る

影

響

を

与
え

た

か

に

つ

い

て

は

明

ら
か

で

は

な
い

が
､

大

正
一

〇

年
以

降
の

争
議
に

直
接
つ

な
が

る

も

の

と

は

考
え

ら

れ

な
い

｡

と
こ

ろ

で
､

大
正

一

〇

年
以

降
の

強
戸
農
民

運

動
の

社

会
経

済

的
条
件
は

大

正

中
期

､

第
一

次

大

戦
中
に

形
成

さ

れ

た
｡

強
戸
村

の

小

作
農
民

を

闘
争
に

立

ち

あ
が

ら

せ

た

も
の

は

次
の

四
つ

の

条

件
で

あ
っ

た
｡

第
一

は
､

大

正
五

年
か

ら

施
行
さ

れ

た

産
米
検
査
に

対

す
る

不

▲7

満
で

あ

る
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

ほ

後
述
の

農
民

組

合
長

須
永

好
が

､

舶

｢
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争
議
の

遠
因
と

し
て

｢

県

施
行
の

産
米
検
査
に

対

す

る

不

服
(

此

の

不

服
は

二

-
三

年
来
の

不

平
な

り
し

が
､

大
正

七
､

八
､

九

年

(

6
)

の

好
景
気
の

た

め

表
面
に

表
わ

れ

ざ

り
し

も
の
)

+

と

述
べ

て

い

る

と

お

り

で

あ

る
｡

第
二

は

不

況
｡

前
節
で

述
べ

た

養
蚕
業
の

発
展
は

戦
後
恐

慌
の

影
響
を

受
け

や

す
い

も

の

と

し

た

(

繭
価
は

大

正

八

年
に

較
ぺ

一

〇

年
に

は

半
分

以

下
に

下

落
し

た
)

｡

ま
た

､

地

理

駒
に

機
業
地

帯
に

属
し
て

い

た

こ

と

は
､

不

況
の

影
響
を

一

層
深
め
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

は

村
内
二

番
目
の

大

地

主

岡
部
駒
次

郎
の

息

子

周

治
が

｢

此
の

地

方
は

桐
生

､

足
利
等
の

機
業
地
に

近

く

農
家
に

て

は

殆
ど

全
部
貸
織
を

副
業
と

な

し
､

賃
織
は

好
景
気

の

際
ほ

､

一

反
一

円

五

十
銭
に

し
て

､

一

日

平
均
三

反
は

織
れ

る

放
射
女

子
に

し

て

も
､

一

日

三
､

四

円

を

得
る

｡

従
て

汗
水
し

て

働
く

農
業
が

馬
鹿
ら

し

く

な

り
一

般
に

農
業
を

嫌
う
の

傾
向
を

生

(

7
)

ず
(

貸
織
は

現

今
に

て

は

不

景
気
の

た

め
一

反
二

十
五

銭
な

り
)

+

(

傍
点

-
引

用
者
)

と
い

う

事
実
を

争
議
の

遠
因
と

し

て

掲
げ

て

い

る
｡

第
三

と

し

て
､

不

作
｡

｢

大
正

十

年
は

夏
中
よ

り

晴
天

す

く

な

く
､

地

温
ひ

く

く

米
作
減
収

は

は

や

く
よ

り
つ

た
へ

ら

れ

た

る

に
､

唯
一

の

の

ぞ

み

で

あ

っ

た

萱

熟
期
が

六

十
日

の

降
り
つ

づ

き

と

あ

(

マ

マ

)

っ

て
､

農
民
の

悲

難
は

実
に

あ
は

れ

で

あ

っ

た
｡

こ

と
に

豊
作
で

棚

さ

え
地

主
に

半
量
以

上

を

し
ぼ

り
と

ら

れ

る

小

作
農
の

不

安
は

い

(

8
)

っ

そ

う

は

な

は

だ

し
か

っ

た
+

と

い

わ

れ

る

と

お

り
で

あ
っ

た
｡

し

か

し

な

が

ら
､

不

作
は

単
に

不

作
と

し

て

結
集

1
闘
争
の

条

件
に

な
っ

た

の

で

は

な
い

｡

闘
争
に

立

ち

あ

が

る

た

め
に

は

次
の

第
四

の

条
件
が

不

可

欠
で

あ
っ

た
｡

即
ち

小

作
人
の

思

想
の

変
化

で

あ

る
｡

争
議
の

指
導
者
須
永
好
は

､

若
い

こ

ろ
か

ら

社

会
主

義

の

書
物
を

読
み

､

大

正

九

年
に

は
､

岐
阜

･

愛
知
の

小

作
争
議
の

視
察
に

行
っ

た
｡

さ

ら
に

､

思

想
の

変
化

ほ

指
導

者
に

あ
っ

た

だ

け

で

は

な
い

｡

前
述
し

た

よ

う

に

｢

農
業
が

馬
鹿
ら

し

く
な

り
+

と

い

い
､

さ

ら
に

須
永
日

記
に

｢

要
さ

ん

は

前
田
へ

あ

れ

だ

け

作

っ

て

四

俵
と

り

た

い

と

思
っ

て

い

た

が
､

三

俵
一

斗
し

か

な
い

｡

あ

れ

で

肥

料
を
二

机

く
れ

て

草
を

刈
っ

て

堆
肥
に

し
た

の

を

十
二

一

籠
も

く

れ

た

ん

だ
｡

小

作
料
二

俵
二

斗
を

差
引

く
と

肥
料
代
位
し

(

9
)

か

な
い

｡

ま
る

で

手
間
と

堆
肥
ほ

手

伝
い

だ
+

と

記
さ

れ

た

よ

う

な
､

い

わ

ば

｢

費
用
価
椅
へ

の

目

覚
め
+

で

あ
っ

た
｡

以

上

四
つ

の

条
件
を

背
景
と

し
て

､

大

正
一

〇

年
一

一

月
五

日
､

強

戸
村
小

作
人

取
合
が

須
永
好
を

組
合
長
と

し
て

結
成
さ

れ

た
｡

詳
細
な

経
過
に

つ

い

て

は

既
に

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

る

の

で
､

本

稿
で

は

注

目
す
べ

き

二
､

三

の

点
に

つ

い

て

記
す
に

留
め

る
｡

●
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小

作
人

組
合
が

結
成
さ

れ

る

や
､

組
合
は

村
長
を

通

じ
て

､

地

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

主
も

交

渉
団
体
と

し

て

地

主

団

体
を
つ

く
る

こ

と

を

促
し

､

地

主

側
も

諒
解
し

て

岡
部
駒
次

郎
を

会
長
と

し
て

､

次
の

如
き

会
則
を

も
っ

て

強
戸
村
地

主

会
を

発
足
さ

せ

た
｡

｢

第
一

傑

本
合
ハ

鎧

戸
村
地

主
禽
卜

稀
シ

事
務

所
ヲ

張
戸
村
役

場
二

置
ク

第
二

保

本
合
ハ

本
村
内
二

小

作
地

ヲ

有
ス

ル

地

主
ヲ

以
テ

組
織

ス

(

以

下

省
略
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

第
三

條

本
合
ハ

解

郡
地

主

食
指
導
ノ

下
二

地

主

及
小

作
者
相

互

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ノ

利
益

ヲ

増
進
シ

及
農
事
ノ

改

良
費
達
ヲ

計
ル

ヲ

以

テ

目

的
ト

ス

第
四

條

本
合
ハ

前

保
ノ

目

的
ヲ

達
ス

ル

鳥
メ

左

ノ

事
業
ヲ

行
フ

モ

ノ
ー

ト

ス

H
地

主
小

作
者
問
ノ

融
和
親

善
ヲ

計
ル

事

臼
小

作
者
ノ

保
護

奨
励
二

関
ス

ル

事
項

肖
町

村
長
禽
卜

気
脈
ヲ

通
シ

農
事
ノ

改

良

上
二

閥
シ

施
設
ノ

事

業
ヲ

封
助
ス

ル

コ

ト

㈱
其
他

本

合
ノ

目

的
ヲ

達
ス

ル

ニ

必

要
ナ

ル

コ

ト

(

1 0
)

(

以

下

省
略
)

+

(

傍
鮎
-
引

用

者
)

以

後
大
正

一

〇

年
の

小

作
料
減
額
争
議
を

め

ぐ
っ

て

権
力

(

警

察
･

内
務
省

･

県
)

の

弾
圧

･

調

停
･

妥
協
強
要

･

分

裂
工

作
等

に

ょ

り
､

小

作
人

組
合
内

部
で

も

か

な

り

動
揺
を

示

す
が

､

頚
永

は

組
合
の

後
退

を

｢

こ

の

後
退
は

小

作
人
の

自
由
意
志
に

非

ず
し

(

1 1
)

て

警
察
力
に

依
る

も

の

で

あ

る
+

と

し
て

､

あ

く

ま
で

要
求
を
ま

げ

ず
､

結
局

大

正
一

〇

年
の

争
議
ほ

小

作
人

組
合
の

要
求
で

あ
っ

た

三

割
軽
減
を
骨

見

徹
す
る

｡

大
正

一

〇

年
､

須
永

は

す
で

に

争
議
の

遠
因
を

｢

資
本
主

義
の

横
暴
に

対

す

る

反
感
+

と

し
て

把

握
し

て

い

た
｡

そ

れ

に

対

し

て
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

岡
部
周

治
は

｢

単
な
る

小

作
争
議
に

は

非
ず
し

て
､

無
産
階
級
の

(

1 2
)

有
産
階
級
に

対

す

る

反

対

運

動
な

り
と

思

惟
す
+

と
､

両

者

共
に

視
野
の

広
い

闘

争
に

展
開
す
る

こ

と

を

直
感
し

て

い

た
｡

初
期
の

段
階
で

早
く

も

後
の

強
戸
争
議
の

展
開
は

感
じ

取
ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

大
正

一

一

年
小

作
料
永
久

減
額
闘
争
が

終
結
す
る

と
､

農
民

組

合
(

同

年
四

月

改

称
)

は

村

農
会
に

対

し
て

七

〇

〇

円
の

補
助

金

を

要
求
し
た

｡

大
正

一

二

年
三

月
の

農
会

稔
代
選

挙
ほ

農
民

組
合

の

得
票
四

七

三
､

当
選

者
一

七
､

地

主

会
の

得
票

一

九

八
､

当

選

者
八

､

で

農
民

覿
合
が

圧

勝
し

た

(

詳
し

く

は

前
掲

一

柳
論
文

及

『

須
永
日

記
』

参
照
)

｡

大
正

一

三

年
に

ほ

新
兵
会
会

則
に

よ

る

協
調

委
員
会
(

後
に

小

作
調

停
委
員
会
)

が

設

置
さ

れ
､

農
民

組

棚
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合
ベ

ー

ス

で

小

作
争
議
を

解

決
す

る

体

制
を

築
き

あ

げ
る

｡

他
方

､

須
永
は

小

作
人

組
合
が

結
成
さ

れ

た

こ

ろ
か

ら

産
業
組

合
の

設
立
を

計
画
し

て

い

た
｡

そ

の

目

的
は

｢

小

作
農
民
の

生

活

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

向

上

を

計

り
つ

つ
､

農
民

組
合
の

戦
闘
力

を

強
大
に

し
､

そ

の

戦

(

1 3
)

線
を

拡
大
し

､

而
し

て

そ

の

拠
点

と

す
る

に

あ
っ

た
+

｡

強
戸
村
産
業
組
合
は

大
正

一

一

年
一

二

月
､

農
民

組
合
に

よ

っ

て

作
ら

れ

た

全

国
最
初
の

産
業
組
合
と

し
て

発
足
し

た
｡

村
会
に

対

す
る

闘
い

は
､

大
正

一

一

年
九

月

｢

大
正

一

一

年
度

､

戸
数
割
は

地

主
に

軽
く
小

作
に

過

重
で

あ

る

か

ら

そ

の

賦
課

方

法

(

1 4
)

の

説
明
を

村
長
及
び

村
会
議
員
に

要
求
+

し
た

の

に

対
し

､

｢

村
長

㈹

ハ

村
合
議
決
ノ

異
議
申
立
ハ

既
二

其
ノ

期
間
三

ケ

月

経
過
後
ナ

ル

ニ

ヨ

リ

申
立

無
効
ト

ナ

リ

ト

シ

テ

之
レ

ヲ

受
付
ケ

ズ

且

ツ

村
合
議

決
二

重
ル

内

容
ヲ

説

明
セ

ム

カ

却
ツ

テ

之
レ

ヲ

端
緒
二

間
題
ヲ

惹

起
ス

ル

ヲ

虞
レ

村

合
議

員
二

封
シ

テ

モ

説

明

ノ

必

要
ナ

シ

ト

命

(

1 5
)

ジ
+

組

合
の

要
求
を

拒
絶
し

た

こ

と

に

よ

っ

て

始
ま
っ

た
｡

小

学

校

児
童
の

同

盟

休
校

､

消
防
組
合
員
の

辞
職
で

､

四

月
に

代
っ

た

ば

か

り
の

村
長

深

沢

和
三

郎
は

辞

職
に

お

い

こ

ま

れ

た
｡

五

三

〇

名
の

村
税
不

納
同

盟
が

組
織
さ

れ
､

四
一

八

名
が

県

税
の

不

納
を

第 6 表 大 正 1 1 年度強戸村県 税賦課 内 訳

税 目 l 徴 収 額 】 割 合

%

45 .9

23 .6

2
.
8

2 3 .2

0

3 .4

1 .1
1

2 43【5 9

地 租 剖

戸 数 割

営 業 税

雑 種 税

売 薬営業 税 附加 税

国 税営業税 附加 税

所 得 税 附 加 税

計 l 2 1叫 9 l l O O ･0

建 前掲 ｢ 村勢一覧+ に よ る .

第 7 表 大正 1 1 年度強 戸村村税賦 課 内訳

税 目 】徴 収 額r 割 合

%
2 0 .9

3 .
7

2
.3

0

5 5 .2

2 .6

1 5 .3

4
,嘩0

1 3
,………≠…董

1
3

,
6 3 2

■

4 9

地 租 附 加 税

国 税営業 税 附加税

所 得, 税 附 加 税

売薬営業 税 附加 税

戸 数 却 附 加 税

県 税 営業 税附加 税

県税薙 種税 附加 税

1 0 0 .0計

注 前掲 ｢村 勢
一

覧 + に よ る

も

行
な
っ

た
｡

こ

の

間
争
は

組
合
側
が

矛
を

納
め

る

こ

と
に

よ

っ

て

終
結
す

る

が
､

こ

こ

で

次
の

点
に

注
目
し

て

お

き

た

い
｡

即

ち

戸

数
割

賦
課
は

県

税
の

二

五

%

を

占

め

(

第
6

表
)

戸
数

割
附
加
税
と

し

て

村

税
総
額
の

六

〇

%

近

く

を

占

め

る

も

の

で

あ
っ

た

(

第
7

表
)

か

ら
､

農
民

組

合
の

村
政
へ

の

関
心

が

ま

ず
戸
数
割
賦
課
に

向

け

ら
れ

る

の

は

当

然
で

あ

っ

た

(

な

お

昭

和
二

年

以

後
県
税
戸
数
割
は

廃

止
さ

れ

る
)

｡

書



( 7 5 ) 大正 末 一 昭 和初期 に 於 け る 村政 改 革聞争

戸
数

割
の

み

な

ら

ず
村
税
賦
課

一

般
に

つ

い

て
､

そ

れ

以

後
対

立

は

継
続
し
た

｡

た
と

え
ば

､

大
正

一

二

年
に

は

農
民

組
合
支

部

長
会

議
で

｢

村
税
追
加

賦
課
に

関
す

る

件

建
種
税
賦
課
税
は

不

(

1 6
)

当

な

る

も
の

と

し

抗
議
す
る

こ

と
+

と

協
議
さ

れ
､

ま
た

大
正

一

四

年
戸
数
割
賦
課

棟
準
の

協
議
会
に

出
席
し

た

須
永
ほ

｢

案
そ

の

も
の

が

甚
だ

拙
劣
の

た

め

却
下

し

て

改
め
て

会
議
を

な

す
こ

と

に

(

1 7
)

し
て

散
会
す
る
+

と

記
し

て

お

り
､

従

来
の

村
当
局
の

賦
課

体

系

は

組
合
に

と
っ

て

受
け
い

れ

え

な
い

も
の

で

あ
る

こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

従
っ

て

村
税
賦
課
の

み

か

ら

み

て

も
､

農
民

組
合
の

村
会

進
出
ほ

必

然
で

あ
っ

た
｡

新
町

村
制
下

等
級

選
挙
制
虔
廃

止

後
､

大
正

一

四

年
五

月

六

日

に

行
な
わ

れ

た

村
会

議
員
選

挙
の

結
果
は

､

農
民

組
合

側
得

票
四

四
三

､

当

選

者
九

､

地

主

会
得
票
二

一

一

､

当

選

者
三

で
､

農
民

組
合
が

圧

勝
し

た
｡

｡

そ

の

後
一

年
半
の

間
地
主

村
長
が

続
い

た

が
､

翌

年
一

二

月

農
民

組
合
政

治
部
長
原
島
岡
右
衛
門
が

村
長
と

な

り
､

助

役
以

下

小

便
ま
で

組
合
員
で

固

め

る

こ

と

に

よ
っ

て

｢

無
産
村
政
+

ほ

確
立

し
た

｡

2

村
政

改
革
の

進
展
と

村
内

諸

層
の

動
向

(

a

)

村
政

改
革
の

展
開

第 8 表 大 字 下 強 戸 所 得額評価

昭 和 4 年 度

合

大 正 1 1 年 度

人 数 l 所得 額l 剖人 数】所得額F 割 合

741

%
､

ト
ノ

O

1

4

2

0

2

21

;;二;) 85
･3

円
0

2 9

7 4

4 0

0 1

41

4

4

8

2

2

2

41

8

7

0

0

4

一5

115

%
0
1
山

1
J

い

1
馴

1
J
り

.5

4

8

8

8

3

4

円

0

6

1
,
5 4 3

1 4
,
8 6 0

3
,
2 4 0

1 8
,
6 3 9

5

1

2 8

6 3

5

9

円
0

1 - 1 0

1 0 - 1 0 0

1 0 0 - 5 0 0

5 0 0 - 1
,
0 0 0

1
,
0 0 0 以 上

1 0 0 .01 1 4l 1 9
,
9 85計 l 叫 3 8

,
2 8 9】 1 0 0

･
0

注 大正 1 1 年は 県税 戸数割航課 表 ･ 昭和 4 年ほ村税戸数割賦課表かこ よ る . 円未満切捨

前
節
で

農
民

組

合

の

村

執

行

機

関
･

貴
会

･

産
業

組
合
へ

の

進
出
を

記
し

た

が
､

自
治

諸

機
関
奪
取

後
の

改
革
は

如
何
に

展

開
さ

れ

た

で

あ

ろ

う
か

｡

村

執
行

機

関
の

改
革
か

ら

み

よ
ゝ

フ
｡

前
節
で

み

た

と

お

り
､

戸
数
割
賦

課
が

農
民

組
合
と

地

主
と

の

間
の

基

本
的
な

対

立

点
の

一

つ

で

あ
り

､

村

執
行

機
関
へ

の

進
出
を

必

然
た

ら

し

め
た

最
大
の

契
機
で

あ
っ

た

か

ら
､

農
民

組

合
村
政
が

ま

ず
戸
数

割
賦
課

体

系
の

検
討
に

着
手

.丁
▲

し

た

の

は

当

然
で

あ

っ

た
｡

資
料
の

存
在
状
況
に

よ

り

完
壁

を

期

む
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(

1 8
)

し

難
い

が

大
正

一

一

年
皮
と

昭

和
四

年
度
の

戸
数
割
賦
課
の

検
討

か

ら

着
手
し

ょ

う
｡

第
8

表
は

戸
数
割

賦
課

基

準
の

一

つ

で

あ

る

所

得
額
の

評

価

(

準
戸

村
の

場

合
､

所
得
額
に

よ

る

賦
課
と

資
産
状
況
に

よ

る

賦

課
と
の

比

率
は

ほ

ぼ

六

対

四
の

割
合
で

あ

る
)

を

大

字
下

強
戸
に

つ

い

て

集
計
し

た

も
の

で

あ

る
｡

大
正

一

一

年
度
に

所
得
額
○

と

評
価
さ

れ

た

も
の

ほ
一

一

一

人

中
五

人
に

過
ぎ

な

か

っ

た

の

に

対

し

て
､

昭

和
四

年
度
に

は
一

一

四

人

中
七

八

名
を

数
え
た

｡

大

字

総
所
得
額
に

占
め

る

上

位
九

人
の

所
得
額
合
計
の

割
合
は

四

八
･

五

%

か

ら

八
五
･

三

%
に

び

き

上

げ
ら

れ

た
｡

こ

と
に

村
内
二

番

目
の

地

主

岡
部
駒
次

郎
の

所

得
額
は

､

大
字
総
所
得
額
が

大

正
一

一

年
の

三

万

八

千

余
円
か

ら

昭

和
四

年
一

万

九

千

余
円
へ

と

減
額

評
価
さ

れ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

四
七

七

〇

余
円
か

ら

七
一

五

六

円
へ

と
五

六

%
も

評
価
が

増
額
さ

れ

た

(

村
当

局
は

所
得
額
を

綿

｢

所
得
額
に

対

す

る

賦
課
+

を

示

し
た

も

の

で

あ

る
｡

所
得
額

一

畑
一

⊥

円
に

対

す
る

賦
課
は

二

倍
以

上
に

引

上

げ

ら
れ

た

-
昭

和
一

〇

年
に

つ

い

て

は

後
述
)

｡

戸
数
割
賦
課

の

も

う
一

つ

の

基
準
で

あ

る

資
産
状

況
の

評
価
に

つ

い

て

も

変
化
が

み

ら

れ

る

が
､

所
得
額

評
価
ほ

ど

決
定

的
な

も
の

で

は

な
い

｡

以

上
の

よ

う
に

賦
課
基
準
が

徹
底
的
に

変
更
さ

れ

た

結
果

､

小

第 9 表 村税戸数割所

:得額 1 円 に つ

き 税額

税 額

2 銭9 厘 9 毛

7 0 4

2 4 4

9 3 2

T . 1 1

S . 4

O

1

1

1

密
に

調

査

し
た

｡

し
か

し

従

来

の

所
得
額
評
価
の

ま

ま
で

も
､

全
体
の

評
価
所
得
額
が

徹
底
的

に

引
下

げ

ら
れ

た

の

で

あ
る

か

ら

負
担
は

倍
増
す
る

こ

と
に

な

る
｡

第
9

表
は

村
税
戸
数
割
中

第 10 表 隣村と此 較 した村 税戸 数割負担

l 稔 ≡
下卑二軍竺⊥竺 警竺

l

3 0 8

0

2

3 8 8

0

3 4

8 2 8

9 2 9

1
,
4 1 8

強戸村

綿打村

太 田 町

注 昭和 3 年魔 の 数字 . 小野武夫崩 『農村問題事典』｢ 強戸村+ の 項

lこ よ る ,

作
･

自
小

作
･

自
作

･

地

主
諸

層

の

各
々

に

つ

い

て

村
税
戸
数
割
賦

課

は

ど
の

よ

う
に

変
っ

た

で

あ

ろ

う
か

｡

小

作
･

自
小

作
層
の

戸
数

割

負
担
が

引
下

げ
ら

れ

た
こ

と
に

つ

い

て

は

さ

き

の

所
得
額
評
価
の

変
化
か

ら

推
測
さ

れ

る

が
､

第
1 0

表
が

示

す

如
く

､

強
戸
村
に

お

い

て

ほ
､

戸
数
割
負
担

一

円

未
満
の

戸
数
が

捻
戸
数
の

八

剖
余
を

数
え

た

こ

と

を

見
れ

ば

明
ら

か

で

あ

る
｡

小

作
農
の

戸
数
割
負
担
が

徹
底
的

に

引
下

げ

ら
れ

た

の

ほ

当

然
で

あ

っ

た
｡

強

戸

村
の

小

作

料
ほ

､

｢

一事
-

.
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第 11 表 白作農 の 村税 戸数割負担額 ( ) は評 価所得額

単位 ･ 円

T . 1 1 1 S .
4 1 S .

7 1 S .
8 1 S .

1 1

4 .9 4

( 0)

8 .9 8

( 45)

4 .5 2

( 0)

5 .1 6

( 0)

8 .9 3

( 0)

3 .0 8

( 4)

4 .0 0

( 0)

5 .8 0

( 0)

2 .0 0

( 0)

2 0 .8 0

( 4 1)

9 . 2 8

( 4)

5 .7 3

( 0)

3 6
.
4 3

( 5 9 5)

1 乱7 3

( 2 6 4)

3 6 .1 4

( 6 4 0)

周藤文 太 郎

(西 長 岡)

木 村与 三 郎

(菅 塩)

金 井 喜 平

( 西 長 岡)

注 大正 1 1 年虔村税 戸数割 は
, 同年度 の 県税戸数割 5

,
0 3 0 円 と村税戸数割 1 3 , 0 3 3 円

の 2 数字 よ り推定算出 ( 県税 戸数割 × 2 .6 = 村税戸数割 と した ) . 大正 1 1 年虔以外

は各年度村税戸数割賦課表に よ る .

ほ

ぼ

三

-
四

剖

軽

減
さ

れ

た

に

も
か

か

わ

ら

ず
(

昭

和

四
･

五

年
頃
で

は

小

作
地

田
一

反

歩

当
り

ほ

ぼ

八

斗

前

後
)

､

小

作

農

業

の

収
支
状
況

は

相

変
わ

ら

ず
利
益

を

生

む
も
の

で

は

な

か

っ

た

か

ら
で

あ

る
｡

戸
数
割

賦
課

の

軽
減
は

､

小

作

農
に

対

し

て

の

み

な

さ

れ

た

わ

け

で

は

な
い

｡

第
1 1

表

は

群
馬
県
内

務
部

第 12 表 村税戸数割賦

課 総額 の 推移

1 3
,
0 3 3

1 2
,
8 4 5

8
,
3 2 5

1 1
,
3 0 3

2
,
9 9 7

9
,
8 7 9

l 上前掲 ｢村勢一覧+

1

4

7

8

0

1

1

1

1

T

乱

注 T . 1 1

他l土各年度戸数割賦課表

iこ よ る . 円未満切捨 .

の

結
果
昭

和
四

年
に

負

担
額
は

ほ

ぼ

半
減
さ

れ
､

昭

和
七

年
に

は

さ

ら
に

半
減
さ

れ

た

(

各
年
の

村
税
戸
数
割
賦
課

総
額

は

第
1 2

表
の

と

お

り
)

｡

『

強
戸
村
小

作
争
議
の

実

情
』

に

よ
っ

て
､

大
正

末
期
に

自
作
農

で

あ

る

こ

と

を

確
認
し

う

る

三

人
に

つ

い

て

戸
数
割
負
担
額

を

示

し

た

も

の

で

あ

る
｡

所
得

額
評
価
ほ

徹
底
的
に

引

下
げ

ら

れ
､

そ

小

作
人
に

過

重
だ

と
い

わ

れ

た

大

正
一

一

年
度
の

県
税
戸
数
割
五

■

千

余
円

中
､

不

納
同
盟

を

結
ん

だ

農
民

組
合
員
四

一

八

人

(

負
担

者
総
人

員
八

百

余
人
)

で

不

納
額
六

百
一

九

円

余
で

あ
っ

た
こ

と

か

ら
み

て
､

戸
数
割
負
担
軽
減
の

絶
対

額
で

は

自
作
農
(

及
び

自

小

作
上

層
)

の

利
益
の

方

が

大
き
か

っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

最
後
に

､

戸

数
割
の

地

主

諸

層
に

対

す

る

賦
課
の

仕
方
を

み

ょ

う
｡

小

作
地

田

反

別
が

明
ら

か

な

(

大
正

一

四

年
二

月

現

在
)

大
字
下

強
戸
の

地

主
に

つ

い

て

み

る

と

第
1 3

真
の

と

お

り
で

あ
る
｡

地

主

全

員
に

対

す
る

戸
数
割
賦
課
が

増
加
し

た

の

で

は

な

く
て

､

基
本
的
に

は

小

作
地

田
一

町

歩
以
上

所
有
者
の

負
担
が

増
加

し

た

の

で

あ

る

(

自
作
地

主
だ

と

み

ら

れ

る

小

作
地

田
一

町

歩
以
下

所
有
者
に

つ

い

て

は

例
外
な

く

負
担
ほ

減
少

し
て

い

る
)

｡

と

く

に

小

作
地

田
一

五

町

以

上
の

地

主
三

人
の

負
担
は

ほ

ぼ

二

倍
に

な
っ

て

い

る
｡

3

こ

の

は

か
､

｢

一

〇

銭
の

戸
数
割
を

課
せ

ら

れ

た

ニ
ー

三

戸
に

如



一 橋論叢 第 六十 六 巻 第四 号 ( 7 8 )

ほ

七

銭
の

奨
励
金
が

出
さ

れ

金
庫
税

､

軌
道

税
は

約
三

倍
化
さ

れ
､

家
屋

税
附
加

税
､

自
転

車
税
は

法
律
の

許

す

極
限
ま

で

お

し
さ

げ

(

1 9
)

ら
れ

た
+

(

昭

和
一

〇

年
に

は

家

屋

税
附
加
税
が

本

税
一

円
に

付

五

〇

銭
､

雑
種
税
附
加

税
中
自
転
車

･

荷
台
車

･

牛
馬
車
等
に

つ

い

て

は

同
五

〇

銭
で

あ
っ

た

の

に

対

し
､

電

柱
･

鉄

塔
･

軌
道

･

第 13 表 大 字下 強戸小作 田 所有反 別 と村税戸数 割負担

( ) は評価 所得額

所有 小 作 田 【 T . 1 1 1 s . 4

円
′
L

U298
′

n
)

97443

00
ノ

104

40
ノ

0
ノ41

3
っ

J
亡
J

O
ノ

8304

380
(

∠

▲

U
/500

ノ

4482

888
′
L

U

030

′

h
)471

7122

9▲Uノ42

4
0

00

′

+

U

′

b

5

3

8

1

′

b

亡
J

4

7

0

7

5

5

0

亡
J

1

8

(

)

ロ

2

3

9

0

0

っ
J

7

1

5

1

0

3

5

q
/

5

2

∠

U

4

7

1

3

2

7

2

2

1

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

亡
J

8

q
ノ

8

7

0

7

0

7

亡
J

円
4 ･1

3 ･6

9 ･7

7 ･8

u

3 ･6

2 ･9

6 ･3

5 ･3

5 ･5

5

2

4

0

0

0

′

q

8

′
一

口

1

5

2

2

1

1

′
】

UOO
ノ4

1322

5343

94
亡
J3

544

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0

∩

フ

0

∠

U

4

5

1

q
/

2

2

1

1

0

4

2

7

9

0

0

3

4

4

4

0
ノ

4

3

1

1

5

3

4

7

5

3

1

q
ノ

1

0

3

0

7

2

5

5

4

3

2

1

2

1

1

1

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

反
11 4 .9

9 4 .5

6 1 .7

3 7 .0

3 2
.0

2 4 .5

2 3 .9

1 6 . 7

14 . 2

1 3 .4

1 2 .8

7 .0

3 .8

3 .7

1
.9

岡部駒次郎

岡部幸一
一 郎

岡 部 彦 平

関 根漁 八 郎

岡 部 初 寿

岡 部林 次郎

岡 部 一 三

関根幾太 郎

大 沢 照 弾

大 谷 茂三 郎

川 鍋 金
一

郎

岡 部虎次郎

岡 部 栄 吉

大 谷 棟 四郎

関 根 忠 市

金

庫
に

つ

い

て

は

同
二

円
の

村
税
が

課
さ

れ

た
)

｡

以

上
が

農
民

組
合

村
政
に

よ

る

村
税
賦
課
体

系
の

ほ

ぼ

全

体

像

で

あ

る
｡

こ

の

賦
課

体

系
は

小

作
貧
農
に

対

し

て

の

み

利
益

を

も

た

ら
し

た

の

で

ほ

な

く
て

､

仝

耕
作
農
民

に

対

し

て

利
益

を

も
た

ら

す
も

の

で

あ

っ

た
｡

農
民

組
合
村
政
に

お

い

て

地

主
が

収

奪
さ

れ

た

と
い

う

と

き
､

小

作
料
収

取

及
び

配
当

･

利
子
の

収

4 ヱ4

注 所有小作 田 は岡部家文書 ,
T . 1 1 年村税戸数割 は第 1 1 表 の 方法i こ よ り推

定 . S . 4 は村税戸数割賦 課表 に よ る . 所有小作田 は 畝 未満切捨 . 評価所

得額 は 円未満切捨 .

取

部
分

が

収

奪
さ

れ

た

の

で

あ

る

(

ち

な

み

に

明
治
四

二

年
強
戸
村
収

得
総
額
五

万
二

千

余
円

中
､

小

作
料
に

よ

る

も

の

三

万

五

千

余
円

､

配
当

利
子
に

よ

る

も
の

一

万

六

千

金
円

で

あ
っ

た

ー
前
掲
『

調

査

書
』

に

よ
▼
る
)

｡

岡
部
駒

次

郎
が

ロ

ぐ
せ

の

よ

う
に

｢

須
永

好
に

財
産
を

半
分

減
ら

さ

れ

た
+

と

言
っ

て

い

た

と

い

わ

れ

る

の

は
､

第
一

に

は

こ

の

よ

う

な

村
税
体

系
に

基
づ

い

て

い

た

の

で

あ

る
｡

(

こ

う

し
た

村
税
収

奪
か

ら
の

が

れ

る

た

め
に

､

昭

和
六

年
に

は

村
内
の

二

大
地

主
深
沢

和
三

郎
と

岡
部

駒
次

郎
が

隣
村
に

転

出
す
る

｡

つ

い

で

な

が

ら
､

岡
部

転
出
後

､

息

子

周

治
が

自
ら

作
成
し

た

所
得
額
は

第
1 4

表
の

と

お

り
で

あ
る

｡

自
作
に

よ

る

所
得
を

差
引

け

ば

村

当

局
の

評
価
所

得
二

五

二

円
と

ほ

ぼ
一

致

す

る
｡

こ

の

所
得
額
に

対

し

て

一

六
二

円

余
の

村
税
戸

数
割
が

課
さ

れ

た
)

｡

I
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昭和初期 に 於け る 村政 改革闘 争

第 14 表 岡部周 治 の 昭 和7 年度所得額

種 目】数 量一所得 額いと 率

%
2 3 .9

3 8 .7

3 7
.
4

円

95 , 8 1

2 . 4 0

9 .7 5

1 3 6 .1 4

1 0 .5 9

1 3 .0 0

16 .0 0

0

45 .0 0

1 2 4 .0 0

5 反 1 畝

4 畝

1 45 坪

9 反

1 反 3 畝

5 反

1 2 枚

1 町 1 反

2 0 株

2 0 0 株

付

付

貸

作

作

作

蚕

貸

貸

地

自

白

小

秋

田

畑

宅

田

畑

畑

春

山 林

東武 鉄道株 式

群 馬銀 行 秩式

合 計I l 4 5 2 ･6 9】1 0 0 ･0

注 畝 未満 切捨 . 東武鉄道株式 は家族岡部 ま さ分 . 岡部

家文書 に よ る .

第 15 表 強戸 村貴会 の 会 費賦課

金 額会 費 賦 課率

会 員割= 地 毛圧 制会 貞割 l 地租 剖

董書芸藁
題1 0

銭
2 7

2 7

2 8

2 8

3 1

銭
3

4

5

2

3

1

1

1

T

S

注 『強戸村小作争議 の 実情』i こ よ る . な お 会員卦 ま1 人 当,

地租割は 地租 1 円当 .

た

貴
会
に

は

補
助

金
が

与

え

ら
れ

､

戸
数
割
平

均

額
以

下

(

昭

和
七

年

で

八

六
三

戸
中

七
一

五

戸
)

の

現

役
兵
の

家

族
に

対

し
て

は

入

営
兵

士

家

族
補

給
金

(

年
四

百

円
)

を

(

2 0
)

支

給
し

た
｡

会
議
費
(

無
給
で

あ

っ

た

村
会
議

員
に

対

す
る

費
用

弁

償
)

も

引
上

げ

ら
れ

た
｡

失

業
救

済
事

業
資
金
は

資
産
無
き

者
に

も

借
り

ら
れ

る

よ

う
に

規
定
が

改
正

さ

れ

た
｡

以
上
の

よ

う

に

収

取
さ

れ

た

村
税
は

如
何
に

支
出
さ

れ

た

で

あ

ろ

う
か

(

歳
出
総
額
は

二

万
五

千

-
三

万

円
)

｡

支
出
の

面
に

つ

い

て

は

充
分

な

分

析
を

な

し

う
る

資
料
は

無
い

が
､

略
記
す
る

と

次
の

と

お

り
で

あ

る
｡

即

ち
､

前
近

代

的
な

工

事
費
寄

附
制
を

廃

し
､

一

切

村

費
支

弁
と
し

､

従

来
の

土

木
費
を

三

倍
に

し
た

｡

就

学
奨
励
金
(

年
四

百

円
)

が

支

出
さ

れ
､

授
業
料
に

該
当

す
る

義

務
寄
附
金

(

尋
常
科

月

額
五

〇

銭

∴
高
等

科
一

円
)

は

こ

れ

を

徹

廃
し

､

学
校

積
立

金
(

二

千
円
)

が

設
け

ら

れ

た
｡

自
主

化
さ

れ

次
に

､

自
主

化
さ

れ

た

貴
会
に

つ

い

て

み

よ

う
｡

自
主

化

さ

れ

た

貴
会
で

ほ

ま

ず
会
費
賦
課
方

法

が

改
革
さ

れ

た
｡

旧

来
の

会

員
剖

一

戸
当

り
四

七

銭
ほ

五

銭
に

引

下

げ
ら

れ
､

地

租
剖
が

引

上

げ

ら

れ

た

(

第
15

表
)

｡

支

出

面

で

は
､

全

支
出
の

二

-
三

朝
を

占
め
る

奨
励
費
に

特
徴
が

み

ら

れ

る
｡

農
民

組
合
に

よ

っ

て

設

立
さ

れ

た

産
業
組
合
に

は

毎

年
五

百

円
の

補
助

金

が

与

え

ら
れ

､

同
じ

く

農
民

組

合
が

中
心
と

な
っ

て

設
立

し

た

養
鶏
組
合
に

も

奨
励
費
が

与

え

ら

れ

た

(

第
1 6

表
)

｡

ま
た

】

人

じ

農
業
労
働
の

最
低
賃
金
が

決
定
さ

れ

た
｡

以

上
の

よ

う
に

農
民

組

む
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合
ベ

ー

ス

で

貴
会
が

運

営
さ

れ

た

結
果
｢

地

主

側
ハ

同

村
烏

合
ノ

事
業
ハ

小

作
者

側
二

偏
ス

ル

モ

ノ

ニ

シ

テ

地

主
二

不

利
ナ

リ

ト

シ

之
力

腕

骨
ヲ

鳥
サ

ム

ト

シ

テ

牒
及
農
林
省
二

陳
情
+

す

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

村
政

改

革
に

つ

い

て

最
後
に

産
業
組
合
の

活
動
を

み

ょ

う
｡

組

合
構
成

員
は

四

七

〇

名

前
後
で

､

ほ

ぼ

農
民

組
合
の

構
成

員
と

重

な
っ

て

い

た

も
の

と

思
わ

れ

る

(

但
し

非
組
合

員
と

の

取

引
も

か

な

り

あ
っ

た

-
産
業
組
合
書
記
高
橋
徳
次

郎
氏

談
)

｡

産
業
組
合

は
､

一

方
に

お

い

て

購
売
販

売
事
業
に

よ
っ

て

商
品

生

産
農
民
の

利
益

を

増
進
し

､

さ

ら

に

ほ

商
品
生

産
を

促
進
し

(

第
1 7

表
は

購

買
販

売
事
業
の

概
要
で

あ

る
)

､

他
方

､

協
調

会
の

松
村
勝
次

郎

令
一

時
的
に

も
せ

よ

貧
農
階

級
を

救
護

す

る

に

は

相

違

な
い

…

畑

(

2 1
)

4

…
+

と

言
っ

た

如

く

掛
売
を

容
認
す

る

こ

と

に

よ

っ

て

貧
農
層
の

生

活
を

保
証

す

る

も
の

と

し
て

機
能
し

た
｡

商
品

生

産
の

展
開
を

促
進
す

る

方

策
と

し
て

は
､

単
に

狭
義
の

産
業
組
合
に

限

ら

ず
､

養
豚
組
合
(

昭

和
三

､

四

年
頃
)

､

養

鶏
組

合
(

昭

和
三

年
)

が

設
立

さ

れ
､

昭

和
九

年
に

は

ア

ン

ゴ

ラ

兎
飼
育
組
合
が

発
足
し

た

(

養
鶏
組
合

･

養
豚
組
合
の

飼
料
そ

の

他

は

産
業
組
合
を

通

し
て

購
入
さ

れ
､

財
売
も

ま
た

産
業
組
合
を

通

し

て

行
な
わ

れ

た

-
高

橋
氏
談
)

｡

第 16 表 農会 事業費 中奨励費

S ･ 2】s ･ 5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

8

1

2

5

1

O

1

0

0

0

0

亡
J

O

O

O

養鶏 組合 奨励安

貞業組合 〝

副業組 合
〝

産業組合
〝

穀物検 査
〝

採 種 圃
ク

桑 園改 良
〝

合 計 1 75 1 1 9 45

注 強戸村農各年度予算書 に よ る . 円未満切 拾 .

が

｢

未
収
代

金
の

甚

だ

多

き
は

他
に

其
例

砂
く

､

例
へ

ば

昭

和

元

年
の

如
き

…
…

購

買
代

金
の

四

割
二

分

強
が

未
収
の

状
態

で

あ

る

が

…

…

未
収
代

金
の

徴
収
に

封
し

て

寛
大

な
る

こ

と

ほ

仮

第 17 表 産 業 組合 購買 ･ 販 売 主 要品 目

購 買販 売

品 目! 金 額金 額【数量

円

8
,
4 6 1

1 3 5

4 2 6

配 合 肥 料

種 子 類

清 酒

石

1 0 8

7 8
石

4 6 9
房

円

3
,
9 4 4

1
,
4 5 7

1 4

品 目

米

小 麦

朝丘

注 『強戸村小作 争議 の 実情』 に 上 る . 昭和元年の数字.

円未満切捨 .

こ

う

し

て

商
品

生

産
は

農
民

組
合
に

よ

っ

て

促
進
せ

ら
れ

､

ま

た

商
品
生

産
農
民

と

し
て

の

利
害
は

農
民

組
合
に

よ
っ

て

代

表
さ

れ

た
｡

農
民

組
合
が

商
品

生

産
農
民

(

小

作
･

自
小

作
に

限
ら

ず
勤
労
鼻
民

一

般
)

の

利

益

を

擁
護
す
る

も
の

と

し

て

機

能
す

る

以

上
､

勤
労
農
民
の

利

益
に

反

す

る

も
の

に

対
し

て

反

対

運

動
を

展
開
す
る

の

は
､

当



( 8 1 ) 大正 末 一 昭 和初期 に 於 け る 村政 改革 闘争

然
の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

が

官
制
的
乃

至
地

主

的
な

｢

新
田

郡

畜
産
覿
合
+

に

対

す

る

反
対

運
動
と

し
て

あ

ら
わ

れ

る
｡

昭

和
三

年
に

設
立
の

動
き

が

始
ま
っ

た

新
田

郡
畜
産
取
合
の

規
約
の

主

要

条
項
は

次
の

と

お

り

で

あ

る
｡

｢

群
馬

県
新
田

郡
畜
産
組
合
定

款

第
一

條

本
組
合
ハ

牛
馬
豚
の

改

良
費
達
ヲ

困

り

組
合
員
ノ

利
益

ヲ

増
進
ス

ル

ヲ

以
テ

目

的
ト

ス

第
五

條

本
組
合
ノ

霞
城
ハ

強
戸
村
ヲ

除
キ

タ

ル

新
田

郡
一

固

ト

シ

(

以

下

略
)

第
十

傑

組
合
有
種
畜
ノ

配
付

､

貸
付

又
ハ

寄
託
ヲ

受
ケ

タ

ル

組

合
員
ハ

取
合
ノ

定
ム

ル

候
件
二

俵
り

種
付

又
ハ

蕃
殖
ヲ

鳥
ス

ノ

義
務
ア

ル

モ

ノ

ト

ス

第
十

六

條

寄
託
シ

タ

ル

牝
畜
ノ

仔
畜
ハ

組

合
長
二

於
テ

通
常
卜

認
ム

ル

時
期
二

達
シ

タ

ル

ト

キ
ハ

組

合
二

於
テ

之
ヲ

頁
排
ヒ

又

ハ

評
慣
ヲ

鳥
シ

受
託

者
二

封
シ

其
膏
排
便
額
ノ

二

分
ノ

一

ヲ

交

付
㍗

第
四

十

六

傑

役
員
及
議
員
ハ

名

著
職
ト

ス

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

役
員
ニ

ハ

報

酬
又
ハ

賞
輿
ヲ

､

剋
合
員
ニ

ア

ラ

サ

ル

者
ヨ

リ

選

ヽ

ヽ

畢
シ

タ

ル

覿
合
長
又
ハ

取
合
副
長
ニ

ハ

給
料
又
ハ

箕
輿
ヲ

支
給

ス

ル

コ

ト

ヲ

得
+

(

傍
鮎
-
引

用
者
)

こ

の

う

ち

第
十
六

条
と

第
四

十

六

条
と
が

農
民

組
合
に

と

っ

で

容
認

し

難
い

も

の

だ

っ

た

と

思

わ

れ

る

(

反
対

闘
争
は

昭

和
三

年

八

月

頃
展
開
さ

れ

た
｡

『

須
永
日

記
』

八

月
一

五

日

の

項
に

は
､

｢

新
田

郡

畜
産
組
合
設

立

反
対

協
議
会
を

開
く

…

…

利
権
屋
の

手

先
を

暴

露
し

､

反
対

決
議
を

し
､

反
対

期
成

同

盟
を

組

織
し
て

散

会
し

た
+

と

あ

る
)

｡

そ

の

後
､

強

戸
村
は

昭

和
一

一

年

ま

で

郡

畜
産
組

合
へ

の

加
入

を

拒
香
し

続
け

た
｡

こ

の

よ

う
な

産
業
取
合

､

畜

産
組

合
等
の

商
品
生

産
を

擁
護
及

び

促
進

す
る

活

動
に

よ

っ

て
､

生

産
の

側
面
か

ら

も

強
戸
農
民

は

豊
か

に

さ

れ

た
｡

こ

う

し

た

活
動
に

よ

っ

て
､

た

と

え

ば

村
内
の

鶏
数
は

大
正

十

年
の

二
､

六

五

九
か

ら

昭

和
二

年
の

九
､

三

〇
〇

へ

と

激
増
を

示
し

た

(

第
1 8

表
)

｡

そ

の

ほ

か
､

須
永
を

ほ

じ

め

と

し
て

農
民

組
合
の

生

産
活
動
は

広
汎
に

わ
た

り
､

勤
労
農
民

全

体
に

と
っ

て

重

要
な

意
義
を

有
す

る

も

の

で

あ

っ

た

(

『

日

記
』

の

中
か

ら
二

､

三

の

例
を

あ

げ
れ

ば
､

未
払

繭
代

支
払

交
渉

､

各

地
の

農
事
試

験
場
視
察

､

養
蚕

講
話
等
々

)

｡

以
上
の

如
く

展
開
さ

れ

た

産
業
組
合
活

動
=

商
品

生

産
の

促
進

=

直
接
生

産
者
の

生

産
上

昇
は

､

農
民

組
合
の

分

裂
を

阻
止

す
る

要
因
と

し

て

作
用
し
た

｡

な
ぜ

な
ら

､

地

主
か

ら
の

土

地

引
上
の

■7

脅
迫
に

よ

っ

て

最
も

打

撃
を

受
け
る

の

は

経
済
的
に

弱
い

下

層
小

如

｢
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第 18 表 強 戸村家 畜 数 の 推移

牛 l 馬 】 鶏 豚

M . 4 2

T .
1 0

S . 2

1 0

1 3

2 0

1 7 9

1 95

19 9

1
,
3 4 1

2
,
6 5 9

9
,
3 0 0

′
+

U

5

3

3

7

1

1

注 址 ･ 4 2
,

S . 2 は前掲一柳論文
,

T
.
1 0 旺 『日記』 に よ る .

第 19 表 農民 組 合残留者 と脱退 者 の 年収

0 ′ } 5 0 0 円
5 0 0 ′ }

1
,
0 0 0

1
,
0 0 0 ′ -

1
,
5 0 0

1
,
5 0 0 以上 l 計

残

留

者

戸 数 ( a)

収 入合 計 (b)

b/ a

8

6
,
0 0 3

7 5 0

6

6
,
93 8

1
,
15 0

0 1 4

1 2
,
9 4 1

9 35

脱

退

者i冨入諾琵三
1

4 1 1

4 1 1

1 2

9
,
5 9 2

7 9 8

2

2
,
2 9 0

1
,
1 4 5

1

1
,
5 6 9

1
,
5 6 9

1 6

1 3
,
8 6 2

8 6 8

注 県議会図書室蔵 ｢ 自作農創設予定者 実地調書+ ｢ 自作農貸付+ 綴 と岡 瓢 頚永両家の 昭和 8 年村議

選資料 を つ きあわ せ て 作成 .

社大党 へ の 投票確定者 1 4 人
,

自漁会 へ の投票確定者 1 2
, 未確定者 4 計 1 6 人 に つ い て の 集 計

第 20 表 農民 組合残 留者 と 脱退 者 の 収 入 内訳

農 業 王 兼 業 l 副 業 労 賃】そ の 他 桓外 収 入 計

残

官

署

戸 数 ( a)

収 入合 計 ( b)

叫a

1 4

1 0
,
3 9 8

7 4 5

5

4

0

5

3

′
h

)

l

′

n

〉
亡
J

7

2

3

8

1

3

7 5 0

2 50

4

3 14

7 9

脱

退

者

戸 数 ( a)

収 入 合 計 ( b)

b/ a

16

1 1
,
7 0 0

7 3 2

(
‖

凸

0

0
ノ

3

2

0

1

1

∠

U

O

O

8

3

1

1

0

0

′
-

J

5

1

1

9

2

0
ノ

0

8

8

1 4

2
,
5 4 3

1 8 2

1 6

2
,
1 6 2

13 5

注 第 1 9 表 と 同一方法 で作成 .

作
人
で

あ

り
､

従
っ

て

乃J
T

分
裂
は

下

層
か

ら

始
ま

る

も
の

だ

っ

た

か

ら

で

(

2 2
)

あ
る

｡

第
1 9

表
は

､

最

後
ま

で

農
民

組
合
に

留
ま
っ

た

小

作
人
(

含
白
小

作
)

と

組
合
か

ら

脱
退

し
た

小

作
人
の

年
収
を

示

し

た

も
の

で

あ
る

｡

■
傾
向

と

し
て

は
､

最
後
ま

で

農
民

組
合
に

留
ま
っ

た

小

作
人
の

収
入

は

脱
退

小

作
人
の

収
入

よ

り

多

い
｡

さ

ら

に
､

そ

れ

ぞ

れ

の

小

作
人
の

年
収
の

内

訳
を

示

し

た

の

が

第

2 0

表
で

あ

る
｡

副
業
収

入

と

労
賃
収

入
の

遠
い

に

よ

っ

て

員
外

収

入
の
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第 21 表 農民 組合 残留者と 脱退 者 の 家 畜飼 育

陳 事 鶏 l 兎牛 】 鳥

1

0

0

2

2

0

5

4

8

3

52

戸 数 ( a)

家 畜 数 ( b)

叫a

残

向

田

者

3

8

3

3

1

2

3

51

戸 数 ( a)

家 畜 数 ( b)

b/a

脱

退

者

注 第 1 9 表 と同
一

方法 で作成 .

総
収
入

に

占
め

る

金

額
は

組
合
に

留
ま

り

え

た

小

作

人
の

万

が
一

戸
当

り

平
均

四
七

円

多
い

｡

こ

の

う

ち

副
業
収
入
の

差
は

家

畜
飼

育
状
況
の

差
に

基
づ

く

も

の

で

あ

っ

た
｡

そ

れ

を

示

し

た

の

が

第
2 1

表
で

あ

る
｡

農
民

組
合
に

留
ま
っ

た

小

作
人
の

飼
育
数
の

多
さ

は

一

目

瞭
然
で

あ

る
｡

し
か

も
､

こ

こ

に

示

し

た

数
字

は
､

い

ず
れ

も

ほ

ぼ

昭

和

( 8 3 )

一

〇

年
以

降
の

資
料
に

基
づ

い

て

作
成
し

た

も
の

で

あ

る

が
､

昭

和
恐

慌
が

商
品

生

産
に

与

え

た

打
撃
を

考
慮
す

れ

ば
､

そ

れ

以

前

に

お

い

て

は

こ

の

関
係
は

よ

り

明

瞭
に

あ

ら

わ

れ

た

の

で

は

な
い

か

と

思

わ

れ

る
｡

こ

の

こ

と

は

商
品
生

産
を

促
進
す
る

こ

と

が

分

裂

阻
止
の

条
件
た

り

え

た

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

広
義
の

村
政

改

革
は

以

上
の

よ

う

に

展

開
さ

れ
､

基
本

的
に

は

｢

自
作
部
分
に

よ

ら

な
い

収
得
+

が

地

主
か

ら

収

奪
さ

れ
､

直
接

生

産
者
の

負
担
軽
減
と

生

産
上

昇
の

た
め

に

支

出
さ

れ

た
｡

自

作

地

主

層
に

と
っ

て

も
､

村
税
戸
数

割
､

人

頭
税
的
な

諸

負
担
が

軽

減
さ

れ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

農
会
費
地

租

剖
の

増
徴
(

強

戸
村
の

全

村
平
均
地

租
は

反

当

り

田
一

､

六

四

円
､

畑
○

､

六

六

円
で

あ

っ

た

か

ら
､

例
え

ば

三

町

歩
の

耕
地

所
有
者
で

農
会

費
の

地

租
割

は

大
正

一

〇

年
ご

ろ
に

較
ぺ

て

昭

和
六

､

七

年
ご

ろ

に

は
､

七
､

八
円

前
後
の

増
徴
に

な

る
)

を

考

慮
に

入

れ

て

も
､

村
政

改

革
の

進
展
は

不

利
益
な

も
の

で

は

な
か

っ

た
｡

(

b
)

村
内
諸

勢
力
の

動
向

村
政

改
革
の

進

展
は

､

村
内

諸

勢
力
の

動
き

を

ど
の

よ

う
に

規

定
し

た

で

あ

ろ

う
か

｡

ま

ず
自
作
農
の

動
き

か

ら

み

ょ

う
｡

自
作

農
は

中
立

的
な

色

彩
が

強
く

､

動
き

は

微
妙
な

も
の

で

あ

っ

た
が

､

村
農
会
内
の

調

停

委
員
中
自
作
委
員
の

動
き

は

次
の

如
く

報
告
さ

れ

て

い

る
｡

即

ち

｢

村
鼻
骨
ノ

機
関
力

眈
二

小

作
人

ノ

手
二

収
メ

ラ

レ

居
ル

状
態
ナ

ル

ニ

ヨ

リ
､

同

調

停
委
員
推
窟
ノ

内

容
ハ

小

作

人

側
委
員
ハ

各
支

部
二

於
ケ

ル

組
合
幹
部
ヲ

以

テ

委
員
ト

ナ

シ

其

レ

ニ

地

主

側
並

自
作
側
ノ

委
員
ヲ

合
シ

テ

小

作
側
卜

同

数
卜

烏
ス

偽
地

主
､

小

作
側
面

者
ノ

問
二

意
見
ヲ

異
ニ

シ

タ

ル

場
合
二

於

テ

ハ

自
作
側

委
員
ハ

勢
力

上

自
然
小

作
側
ノ

意
見
二

賛
シ

以

テ

調

停

4 ヱ9
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(

2 3
)

委
員
骨
ノ

意

見
ト

シ

テ

決
定
セ

ラ

レ
+

云

々

(

停
点

-
引

用

者
)

と
｡

地

主
に

対

す
る

村
政
改

革
の

影
響
は

深
刻
で

あ
っ

た
｡

大
正

一

〇

年
､

全

村
的
な

小

作
争
議
の

勃
発
と

共
に

｢

小

作
者
ト

ノ

融
和

親
善
ヲ

計
り

兼
テ

小

作
者
ノ

保

護
奨

励
ヲ

為
サ
ム

ト

ス

ル

目

的
ヲ

以

テ

組

織
セ

ラ

レ

タ
+

地

主
会
の

そ

の

後
の

活
動
に

つ

い

て

は

詳

ら

か

で

な
い

が
､

大

正
一

三

年
に

は
､

結

束
は

事
実
上

崩
壊
し
て

い

た
｡

例
え
ば

､

地

主
･

小

作
間
の

対

立

が

最
も

厳
し

か
っ

た

大

字
の

一

つ

で

あ

る

下

強

戸
に

つ

い

て

は
､

｢

下

強
戸
地

圭
一

二

名

中
一

地

主

某
ハ

右
ノ

(

二

割
減
額
-
引

用

者
注
)

要
求
ヲ

受
ケ

タ

ル

後
直
チ
ニ

二

割
減
ヲ

聾
明
シ

地

主

間
ノ

申
合
セ

ヲ

無
税
セ

リ

鼓

二

於
テ

地

主

ノ

結
束

破
レ

小

作
人

側
ハ

前
期
地

主

某
ヲ

標
準
ト

シ

テ

他
地

主
二

向
ツ

テ

同

様
二

割
減
額
ヲ

要
求
シ

漸
次
之
レ

ヲ

承

認

(

飢
)

シ

大
部
分
解

決
セ

ル

ガ

岡
部
某
ノ

ミ

ハ

之
レ

ガ

要
求
二

應
ゼ

ズ
+

と

報
告
さ

れ

て

い

る
｡

そ

の

後
大
正

一

四

年
頃
ま

で

ゆ

る

い

団
体

と

し
て

は

存
続
し

た

か

も

知
れ

な
い

｡

い

ず
れ

に

し

て

も
､

大
正

一

四

年
村
政
が

農
民

組
合
に

掌
握
さ

れ

て

以

後
は

既
述
の

如
き

村

政

体

系
が

形
成
さ

れ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

自
作
に

ょ

っ

て

存
立
す

る

地

主

と
､

小

作
料
及
び

配

当
･

利
子

収

入
に

よ

っ

て

存
立

す
る

地

主
と
の

利
害
は

単
に

一

致
し

な

か

っ

た

と
い

う
に

留
ま
ら

ず
､

対

立

す

る

側
面
さ

え
も
っ

て

い

た
｡

し

た

が

っ

て

第
一

次

地

主

会

甜
.

4

の

分

裂
･

崩
壊
は

も

は

や

と

ど

め

う
ぺ

く

も

な
か

っ

た
｡

第
一

次

地

主
会
が

崩
壊
し

た

後
､

昭

和
二

年
一

月
二

五

日

地

主

会
再

建
準
備
会
が

大
字
下

強
戸
の

地

主
を

中
心

と

し
て

開
か

れ

た

が
､

地

主

会
再
建
を

め

ぐ
っ

て

｢

地

主

中
ニ

モ

硬

軟
二

汲
二

分
レ

軟
汲
ハ

此

際
如
斯
反

動

組
合
ノ

設
立
ハ

益
々

小

作
側
ノ

気
勢
ヲ

煽

(

2 5
)

ル

因
ナ

レ

ハ

ト

ノ

反
封
者
モ

ア

リ

何
レ

ニ

モ

決
セ

サ

ル

ナ

リ
+

と

い

う

有
様
で

あ
っ

た
｡

し
か

し

な
が

ら
､

と

も

か

く

も

翌

月
六

日

岡
部
幸

一

郎
を

会

長
と

し
て

地

主

会
は

再
建
さ

れ

た
｡

再
建
さ

れ

た

地

主

会
は

第
一

次

地

主
会
に

く

ら
ぺ

て

階

級
的
本
質
を

む
き

出

し
に

し
た

も

の

で

あ
っ

た
｡

そ

の

規
約
は

次
の

と

お

り
で

あ

る
｡

｢

強
戸
村
地

主
骨
々

則

第
二

條

本
合
ハ

本
村
内
二

耕
地

ヲ

所
有
ス

ル

地

主

ヲ

以

テ

組
織

ス但
地

主

卜

錐
モ

本
合
ノ

目

的
二

反
ス

ル

行

為
ヲ

ナ

ス

者
ハ

役
員

合
ノ

決
議
ヲ

以

テ

入

合
ヲ

拒
絶
シ

又
ハ

禽
員
ニ

シ

テ

之
レ

ト

同

一

ノ

行
動
ヲ

ナ

ス

者
ハ

除
名
ス

ル

コ

ト

ア

ル

ベ

シ

ヽ

第
三

僕

本
合
ハ

地

主

間
ノ

親
善
卜

農
事
ノ

畿
達
ヲ

計
り

且

ツ

地

主
ノ

権
利
ヲ

擁
護
ス

ル

ヲ

以

テ

目

的
ト

ス

第
四

條

本
合
ハ

其
ノ

目
的
ヲ

連
ス

ル

烏
左

ノ

事
業
ヲ

行
フ

†
′

-
■
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一

､

禽
員
互

助
ノ

途
ヲ

講
ス

ル

事

二
､

自
作
農
ヲ

契
助
ス

ル

コ

ト

三
､

合
員
中
農
事
二

闘
ス

ル

紛
議
若
ク
ハ

争
闘
等
起
リ

タ

ル

場

合
ハ

之
レ

力

投
助
二

勉
メ

且

助

勢
慰
安
ノ

途
ヲ

講
ス

ル

事

四
､

農
事
二

関
ス

ル

講
演
又
ハ

講
話
合
ヲ

開
催
ス

ル

コ

ト

五
､

農
事
二

閲
ス

ル

法
規
ノ

研
究
ヲ

ナ

ス

事

(

2 6
)

六
､

其
他

本
骨
ノ

タ

メ

心

要
卜

認
ム

ル

事
業
+

(

傍
鮎
-
引
用
者
)

再

建
当

時
会
員
数
が

六

八

名
と

､

第
一

次

地

主

会
の

ほ

ぼ

半
数

で

あ
っ

た

こ

と

は

地

主
組

織
と

し

て

純
化
さ

れ

た

こ

と

を

意
味
し

た
｡

と

こ

ろ
で

､

再
建
地

主

会
に

入

会
し

な
か

っ

た

地

主
は

ど
の

よ

う
な

動
き

を

示

し

た

で

あ

ろ

う
か

｡

大

字

西
長
岡
は

典
型

的
な
パ

タ

ー

ン

を

示
し

て

い

る

と
い

え
よ

う
｡

と

い

う
の

は
､

該
大
字
に

は

再
建
さ

れ

た

地

主

会
に

入

会
し

た

者
は

全

く
な

か

っ

た

か

ら

で

あ

る
｡

酉
長
岡
の

昭

和
三

年
に

お

け
る

小

作
料
改

定

(

永
久
減

額

要
求
)

闘
争
に

お

い

て
､

宇
内

査

定

委
貞

一

〇

名

(

小

作
者
五

名

白
作
兼
地

主
五

名
)

に

よ
っ

て

査

定
さ

れ

た

小

作
料
改
定
(

三

剖

五

分
乃

至
四

剖
減
額
)

に

対

し
て

､

｢

西

長
岡
大

字
内

地

主
ハ

長

岡
寺
外

自
作
余
地

圭

程
度
ナ

ル

ヲ

以

テ
､

前
記
ノ

査

定
二

應
ジ

タ

第 22 表 昭 和 2 年強戸村農会

総代 選 挙

前 回比 増減

有 権 者 8 3 6 ＋5 4

有 効投 票

棄 権

無 効

70 5

1 1 6

1 5

＋3 4

＋ 1

農民 組合

地 主

当 選 1 8

得票

当 選

5 0 9 ＋3 6

7 - 1

:得票 1 9 6 - 2

注 地主 7 名に lま中立 2 名を含む . 前掲 一 柳論

文 に よ る .

ル

ニ

ヨ

リ

小

作
人
ハ

大
字
外
ナ

ル

本
件
地

主
二

封
シ

テ
モ

同
様
査

定

小

作
料
ノ

貴
行
ヲ

要
求
セ

リ
､

然
ル

ニ

同
部
落
ハ

元

来
不

在
地

主
ノ

所
有
地

多
ク

シ

テ

此

等
ノ

地

主
ハ

前
記

査

定

問
題
二

何
等
閥

輿
セ

ズ
､

其
ノ

査

定
小

作
料
ハ

他
大

字
二

此
シ

著
シ

タ

低
額
不

均

(

2 7
)

衡
ノ

モ

ノ

ナ

リ

ト

主
張
シ

テ
､

小

作
人

ノ

要
求
二

應
セ

ズ
+

と
い

っ

た

状
況
で

あ
っ

て
､

地

主
内
部
に

お

け
る

各
層
の

動
き
の

違
い

を

端
的
に

表
明
し

て

い

た
｡

こ

の

よ

う
な

村
内
の

流
動
化

を

背

景
と

し
て

､

農
民

組
合
の

圧

倒
期
昭

和
二

年
三

月
に

行
な

わ

れ

た

村
農
会
総
代
選
挙
で

は
､

次

一

⊥

節
に

述
べ

る

如
く

組
合
員
の

部
分

的
脱
落
が

あ
っ

た

に

も

か

か

わ

舶

｢
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ら

ず
､

農
民

組
合
が

圧

勝
し

(

第
2 2

表
)

｢

注
目

す
べ

き

は
､

投

票
状
況
の

中
で

､

有
権
者
八

三

六
の

中

棄
権
が

一

一

六
､

無
効

一

五
の

計
一

三
一

を

出
し

て

い

る

こ

と
で

､

こ

と

に

地

主

側
に

多
か

(

2 8
)

っ

た

点
で

あ

る
+

と
い

わ

れ
､

小

地

主

層

を

中
立

化

乃

至

部
分

的

に

は

鼻
民

組
合
側
に

び

き

入

れ

る

こ

と

に

成

功
し

た
｡

(

未

完
)

(

1
)

(

2
)

金

原

前
掲

書
二

六

九

-
七

〇

頁
｡

(

3
)

大

島

清
｢

農
民

運

動
史
の

段

階

区

分
+

(

農

民

運

動

史

研

究

会

前

掲

書
一

九
三

頁
)

｡

(

■4
)

農

民

運

動
史
研

究
会

前

掲

書
九
二

三

頁
｡

(

5
)

『

群

馬
県

鳥
会
村

是
調

査

書
』

強
戸

村
之

部
一

八

九

頁
｡

人

6
)

(

7
)

｢

小

作

争
議

を

起
す

ま
で
+

(

『

建
設

者
』

大
正

一

一

年
一

二

月
)

｡

(

8
)

一

柳
前
掲
論
文

九
二

九

頁
｡

(

9
)

『

須
永

好
日

記
』

大

正
一

〇

年
一

〇

月
二

〇

日

の

項
｡

尚

同

年

九

月
二

二

日

の

項
参
照

｡

(

1 0
)

群
馬
県

県
庁

｢

大
正

十

五

年
小

作

調

停
+

綴
｡

(

1 1
)

菊
地

光

好

｢

須
永

好
+

(

『

近

世

群

馬
の

人
々

①
』

所

収
)

｡

(

1 2
)

前

掲
『

建
設

者
』

｡

(

1 3
)

菊
地

光

好

前
掲
論
文

｡

(

1 4
)

『

日

記
』

大
正

二
年
九

月

四

日
の

項
｡

(

1 5
)

群

馬

県

内

務

部

前

掲

書
一

〇

頁
｡

(

1 6
)

『

日

記
』

大
正

一

二

年
一

一

月
一

日

の

項
｡

(

1 7
)

同

前

大

正
一

四

年
五

月

四
日

の

項
｡

(

1 8
)

前

述

し
た

と

う
り

戸

数

割

賦

課
を

め

ぐ
っ

て

対

立

し

た

年
で

あ

る
｡

尚

本

稿
の

村

税

戸
数
割

賦

課
は

大
正

一

一

年
度
県

税

戸

数

割

賦

課

表
か

ら

推

定

算
出
し

た
｡

(

1 9
)

(

2 0
)

前

掲

高
崎
論
文
及

び

松
村
論

文

に

よ

る
｡

(

2 1
)

協

調

会

『

小

作

争
議
地

に

お

け

る

農

村

事

情
の

変

化
』

昭

和
三

年
｡

(

2 2
)

こ

の

点
に

つ

い

て

は

西

田

美
昭

｢

小

農

経

営
の

発

展
と

小

作

争

議

-
新

潟

県

(

三

升

米
事
件
)

を

中

心

と

し

て

…
+

(

『

土

地

制

度
史
学
』

三

八

号
)

参
照

｡

強

戸
村
の

場
合

､

最
貧
部
落
大

字
太
田

が

早

期
に

部
落
ご

と

組
合
か

ら

脱
退

す

る

の

は
こ

う

し

た

分

裂
の

論

理

を

示

す
｡

(

23
)

群

馬
県

内

務

部
前
掲

書
ニ

ー

二

頁
｡

(

2 4
)

同

前
二

〇

頁
｡

(

25
)

群

馬

県

県

庁

｢

昭

和
二

年
小

作
資
料
+

綴
｡

(

2 6
)

群
馬

県

内
務

部
前

掲
幸

一

七

七

-
八

頁
｡

(

2 7
)

同

前
一

三

六

頁
｡

･

(

2 8
)

｢

小

作

争
議
の

歴
史
+

(

未
定

稿
)

｡

(

一

橋
大

学
大

学
院

博
士

課
程
)

4 2 2




